
水戸市出退勤管理システム導入業務委託 

プロポーザルに関する質問への回答 

○　実施要領に関する質問項目 

 

○　仕様書に関する質問項目 

 Ｎｏ 質問内容 回答

 １ 実施要領 （５）契約の上限額  

システム構築に係る費用（イニシャル

コスト）及び打刻機の購入・設置に関

する費用上限 4,390,000 円とある

が，オンプレミス方式を選択した場

合，サーバ機器に関するハードウェア

費用は費用上限に含まない認識でよ

いか。または，サーバ機器に関する費

用を５年間の賃貸借料とし，ランニン

グコストに含んでよいか。

オンプレミス方式の場合，システム

構築に係る費用及び打刻機の購入・設

置に関する費用上限 4,390,000 円に

サーバ機器に関するハードウェア費用

も含まれます。 

サーバ機器に関する費用を，ランニ

ングコストに含むことは可能ですが，

ひと月当たりのランニングコストの費

用上限は 242,000 円となります。 

なお，令和８年度以降の委託につい

ては，仕様書に記載しているとおり，予

算の成立が条件となります。

 Ｎｏ 質問内容 回答

 １ ３　委託期間 

「※ ただし，令和８年１月１日から

令和８年１月 31 日までを試用期間

とし，本運用と同等の機能を有するテ

スト環境を利用できること。」とある

が，自由に操作を試す環境ではなく，

並行で入力した既存の方法での実績

と同じ結果になることを確認するこ

とを目的として実績通りに入力出来

る環境という認識で問題ないか。

テスト環境については本番環境と同

等の機能を実際に各所属において利用

する本番環境開始前の移行期間として

想定しております。水戸市では勤怠管理

に係るシステムを現状導入していない

ため，出退勤時間等の実績同士の比較は

想定しておりませんが，打刻情報の確認

の他，時間外勤務及び休暇承認等，本番

環境で開始する処理の事前確認を見込

んでいます。 

※　本番環境と同程度の環境の運用を

想定しているため，テスト環境時に処

理された職員の勤怠管理に係る情報

については削除不要です。 



 

○　機能要件確認書に係る質問項目 

 ２ ８　システム構築（ウ） 

ウ 現在稼働している・・・・設定変更

が生じさせないよう配慮した設計と

すること。既存システム等に設定変更

が必要となった場合，原則，受託者の

負担で既存システム等の設定変更を

行うこと。とあるが，既存システムの

設定情報を開示してもらえるとの認

識で宜しいか。

現行システムの設定変更は、現行シ 

ステムの保守ベンダーが実施すること 

を想定しており，必要な費用負担を受注

した事業者が行うことを想定していま

す。 

なお，設定変更の検討に必要な情報に

ついては，開示可能な範囲で開示するも

のとします。

 ３ ９　システム運用・サポート（10） 

年度切替業務時の作業について，シ

ステムへ適用することと記載がある

が，適用作業は水戸市側の作業となる

が，問題はないか。

　記載意図としては，年度切替業務時の

負担軽減であるため，新年度の人事状況

を基にした所属や承認者などの設定が

システム上の一括処理で簡易に行える

等の環境であれば問題はありません。

 ４ システム機能要件 

２　勤務実績の登録・修正　ウ 

名称および計算方法を自由に設定

できる，とは具体的にはどのような設

定を想定しているか。

一例としては，勤務時間のほかに 

①8:30～17:15 以外の勤務時間 

②22 時以降の勤務時間 

③土日の勤務時間 

等を設定したうえで 

①時間外の在庁時間 

②深夜帯の在庁時間 

③週休日の勤務時間 

等の名称を振り分け，月単位で職員毎

に個別で集計をすることを想定してお

ります。

 ５ ICカードリーダー 

LAN および電源の工事等は含まないと

いう認識でよいか。

必要となる LAN及び電源の工事につい

ては，本調達に含みません。市が指定す

る場所への設置をお願いします。

 Ｎｏ 質問内容 回答

 １ 機能要件確認書　Ｎｏ８４ 

・水戸市側でレイアウトの変更が可能

だが，会社側が対応する場合は別途料

金が必要となるがよいか。 

給与システム等との連携のため，出

力するＣＳＶ形式の内容を変更できる

よう規定を加えております。システム

上で出力内容を簡易に変更できる仕様

であれば問題はありません。



 ２ システム管理Ｎｏ７９－８２ 

・勤怠管理において，必須機能として

要求されたことはないが，対応不可の

場合は失格となるか。

　必須機能としております。なお，シス

テム内において３年以上保存とは，当

該システムからアクセス可能な領域で

の保存を想定しております。


